
○

（
抄
）

農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

（
普
及
指
導
員
）

第
八
条

都
道
府
県
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
協
同
農
業
普
及
事
業
を
行
う
た
め
、
普
及
指
導
員
を
置
く
。

２

普
及
指
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

試
験
研
究
機
関
、
市
町
村
、
農
業
に
関
す
る
団
体
、
教
育
機
関
等
と
密
接
な
連
絡
を
保
ち
、
専
門
の
事
項
又
は
普
及
指
導
活
動
の
技
術
及
び
方
法
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

二

巡
回
指
導
、
相
談
、
農
場
展
示
、
講
習
会
の
開
催
そ
の
他
の
手
段
に
よ
り
、
直
接
農
業
者
に
接
し
て
、
農
業
生
産
方
式
の
合
理
化
そ
の
他
農
業
経
営
の
改
善
又
は
農
村
生
活
の
改
善

に
関
す
る
科
学
的
技
術
及
び
知
識
の
普
及
指
導
を
行
う
こ
と
。

３

都
道
府
県
は
、
普
及
指
導
員
の
行
う
前
項
第
一
号
の
調
査
研
究
と
都
道
府
県
試
験
研
究
機
関
等
の
行
う
前
条
第
一
項
第
二
号
の
協
同
農
業
普
及
事
業
に
必
要
な
試
験
研
究
と
が
緊
密
な

連
絡
を
保
ち
な
が
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
有
用
な
成
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
普
及
指
導
員
の
任
用
資
格
）

第
九
条

農
林
水
産
大
臣
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
普
及
指
導
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
普
及
指
導
員

に
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○

農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
（
抄
）

（
普
及
指
導
員
の
任
用
資
格
）

第
三
条

法
第
九
条

の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
農
業
又
は
家
政
に

関
す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
こ
れ
と
同
等
の
学
歴
を
有
す
る
者
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団

体
の
試
験
研
究
機
関
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
試
験
研
究
機
関
若
し
く
は
同
法

に
よ
る
大
学
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
教
育
機
関
に
お
い
て
農
業
若
し
く
は
家
政
に

関
す
る
試
験
研
究
若
し
く
は
教
育
に
従
事
し
た
期
間
、
法
第
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
普
及
指
導
員
で
あ
つ
た
期
間
又
は
こ
れ
ら
の
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
、
最
近
十
五
年
の
う
ち
十

二
年
以
上
に
達
す
る
も
の
と
す
る
。


